
中央社会保険医療協議会 調査実施小委員会座席表   

日時：平成20年11月19日（水）11：00（目途）～12：00  
会場：厚生労働省 専用第18～20金言義室（17階）  

第25回 中央社会保険医療協議会 調査実施小委員会 議事次第  

平成20年11月19日（水）   

於 厚生労働省  

専用第18～20会議室  

議題  

○ 第17回医療経済実態調査について  
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医療経済実態調査（医療機関等調査）に係る主な論点（案）  
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1 医療経済実態調査の目的と意義について  

・決算データ（年間）の把握  
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2 医療経済実態調査の調査方法について  

・定点調査  

・調査施設数（抽出率）  

3 その他（集計方法、調査項目 等）  



2007年10月31日 申医協総会提出資料から抜粋  

1．「TKC医業経営指標」と「医療経済実態調査」  
「TKC医業経営指標」★1は、日本医師会がTKC全国会から資料提供を受け、分析を  

行っているものである。中医協の医療経済実態調査と比較すると、定点調査で客体数  

も多く、決算データを対象としていることから信頼性が高い。  

TKCl医業キ経営備標   中医胞医療経済変態調査   

平成18年4月～平成19年3月期決簸   平成19年6月実施   

介護保険事業に係る収入のない医療機関   
客体数が多い  

診療所1，024、病院516  
診療所萱1垂1乙病院蚕担  

介護保険事業に係る収入のある医療梯関   
（国公立は含まれていない。）  

診療所131、病院445  

点観測  
非定点が基本  

経年変化の把捉に適している。  
参考として定点観測のデータも公表されているが、  
客体数が少ない（一般病院70施設）く，  

王算データ  
・6月単月のアンケート調査  

6月に発生しない費用は推計で回答するしかなく費  
年間を通じたデータであり、信頼性が高い。    用が小さく出やすい。逆に利益が大きく出やすい。   

1年前との比較（毎年調査）   2年前との比較（隔年調査）   

500名トウづ’による編乱第三者による信振性の高いト 

1   

2．「医療経済実態調査」の問題点  

（1）定点調査ではないことの弊害  

調査年によって病床数、従事者数の平均が異なる。規模の違いは医業収入の増   

減に影響する。   

たとえば、一般診療所の個人t有床、その他・無床では、1施設当たり医業収入   

が前回比プラスになっているが、今回の調査対象施設は前回に比べて規模が大  
きし 

比マイナスに逆転する。  

一般診療所（医業収入17頁、従事者数78～79頁）  金額単位：千円  

無床   5．9   5．7  5，953  6．211  4＿3％  1．009  1，09d  三l－・  
全休   6．5   6．3  6，566  6．709  2．2％  1．010  1．085  5．4％  

！ 

． 

全雇  10．9   10＿7  †2．32丁  11，g77  －2．8％  1，1jl  1，119  －1．0％  
従事者数は、速報の「機能別集計」の頁に記載されているものセあり、介護保険収入ありかなしか明確でない。   

個人以外のすべて  
主として医療法人  

※以下、特に断りのない限り、集計表1（介護保険事業に係る収入のない医療磯節等の集計）のデータを用いる。  

2   社団法人 日本医師会  



定点調査も行っているが、一般病院で70施設と少ない。その上、定点と非定点  

では、結果も異なる。  
たとえば、一般病院（医療法人）の医業収支差は非定点では増益（＋71．5％）  

であるが、定点では減益（▲5．7％）と逆転する。  

一般病院1施設当たり医業収支差（非定点10～12頁、定点118～120頁）  金額単位：千円  

非定点  定点  

H17．6  H19．6  伸び率  施設数  H17．6  ＿H19．6  伸び率  

法人・  署  消墨澤増派●．議  ≡欝溝抑くモー■    と一；仁ノ1！勅旨i祥舌‘郡ニた追  T㌘キミ：富・∴トさ漁1：壁普史烏有・¶  J．「一‘ト■つ・｝■ごっ  
その他   2，547   1，552  －39．1％   4  1†，217  12，936  15．3％  

公立   －41，665  －71．662  12  －49，881  一了8，667  

公的   5742  －23．209  2  －6，469  －13，293  

社会保険関係法人   21662  ー臥416  0  

その他   －7月12  －5，555  5  －25．051  －24，67了  

法人その他全体   －7032  －13，996  64  －9．965  －9，965  

個人  畠294   4265  －19．4％   6  10，931  8，132  －25．6％  

一般病院全体  －6，171  －13，ほ8  －  70  ー軋175  －13．463  

＊前臥今回のどちらかが赤字の時には伸び率を計算しない  

社団法人 日本医師会  

（2）結果の示し方の問題点  

個人と法人を合わせた「全体」の費用や収支差籠も掲載されている。し  

かし、個人の費用には院長報酬は含まれておらず、個人と法人の収支差  

はまったく意味が違う。  

一般診療所1施設当たりの収支（16～18頁）  金額単位二千円  

個人  その他（主として医按法人）  全体  

H17．6  H19．6  伸び率  H17．6  H19．6  伸び率  H17．6    Hl乱6  伸び率   
医業収入  6，566  6．709  2．2％  12．327  11，977  －2．8％  8．887    8．978  1．0％  
保険診療収入   5，995  6，252  4．3％  10．923  10．879  －0．4％  7．980    8，245  3．3％  
公害等診療収入   81   33  －59．3，i  152  123  －19，1％  109  72  －33．9％  

その他の診療収入   363  298  －2〔l．1％  908  738  －18．7％  582    483  －17．0％  

その他の医業収入   127  134  5．5％  345  238  －31．0％  215    178  －17．2％   

医業費用  4，280  4，373  2．2％  10．782  10，935  1．4％    8醇   ：．7：198＝  ∴ん；痛  
給与費   1，615  1，775  9．9％  5．687  6．057  6，5％   

医薬品費   1．255  1．297  3．3‰  1，781  1′916  7．6％  

材料費   141   125  －11．3％  382  356  －6．8％  

委託費   3   

減価償却費   238  274  15．1％  348  512  4了．1％  

その他の医業費用   803  63．8  －20．5％  2．041  1，564  －23．4％  
収支差額  2，287  2，337  1．544  1．042．    ・・プニ竃…    蕗嘉   

4   社団法人 日本医師会  



（3）特殊なケースの処理について   

今回調査においては、有床診療所（個人）にかなり特殊なケースがあり、．有床診療  

所（個人）全体を底上げしている。外れ値を除外するなどの処理が必要である。  

有床診療所（個人）1施設当たりの収支の状況（48”49頁）  金額：千円  

施設数  医業収入  医業費用  
収支差範  

金韓  対医業収入（収支差率）  

Hl了．6  H19。6  Hり＿6  H19．6  ・伸び率  H17．6  H19．6  伸び率  H17．6  H19＿6  H17．6  H19．8   
内科   25  18  10，485■  9．213  ー】2．1％  8．051  6，755  －16．】％  乙434  2，458  23＿2％  26．7ワも   
小児奉   2   

聴紳科  
■  3，016  3，593  19．1％  2．386  1．223  －48．7％  630  2，370  20．9％  66．0％  
阿  ヰ駁5％  

外科   7  10  4－662  16，769  259．7％  3．427  13，629  297．7％  1．236  3140  26▼5％  1臥7％   

整形外科   4   口  13．190  4，559  －65．4％  10，099  3．550  －64月％  3．091  1．008  23＿4％  22．1％   
産婦人科   2了  17  8，508  8，230  －3．3％  7，104  5．253  －26．1％  1．ヰ04  2．9了7  16，5％  36．2％   

眼科   12  5  13．055  16．856  29．1％  9，2了2  10，了08  15．5％  3．了83  6．148  29．0％  36，5％   

耳鼻咽喉科  3  1（】，9Z5  6，46了  4．458  40．8％  

皮膚科   口   口  3．125  了，224  131．2％  2，446  5．526  125．9％  6了9  1．698  21．7％  23．5％   

その他   2！ 3   53．111  6－848  －87＿1％  44，847  ヰ．93ユ  －89．0％  8．264  1．914  15．6％  2モ；．0％   

全体  83  5了llO，627    11．309  6，4％  8．253  7，949  －3，了％  2．3了4  3．360  22．3％l 29，7％   

（4）6月単月の調査である問題点   

6月に発生しない費用については年間発生額を推計して記入する。しかし、特に  
小規模の診療所などでは推計して記入することが困難であり、費用が小さく出や  
すく、逆に、収支差額が大きく出やすい。  

社団法人 日本医師会  

3．医療経営を把握するための調査の改善案   

改善案1  

「医療経済実態調査」を決算ベースで把握する。  

法人の場合は、「医療経済実態調査」を、決算書から転記するものにする。損  
益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書が正確に把握できる。．  

決算期は1月～12月とまちまちであるが、当該年度に決算期を迎えたものは、  

全体を平均して当該年度め傾向とみなす。  

個人の場合も、できるだけ確定申告書に添付される決算書の内容を転記でき  
るものにする。  

医療機関の属性や職員数などは、別途フェイスシートに記入する。   

改善案2  
「医療経済実態調査」、「TKC医業経営指標」等を、同じ土俵で議論する。  

国立病院機構については、財務諸表の作成が義務付けられているので、これ  

を用い、医療機関の属性や職員数などは、別途フェイスシートに記入する。  

都道府県・市町村立病院については、総務省が「地方公営企業年鑑」のために  

集計する財務諸表、経営指標を用いる。  
その他、公的団体等にも協力を求める。  

改善案3   

一 定点調査を基本とする。少なくとも定点調査のデータをベースに議論する。  

社団法人 日本医師会  6   
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医療経済実態調査について  

医療鮭済実態調査（医療機関等調査）関係資料  

1 調査目的等  

○ 医療経済実態調査は、「医療機関等調査」及び「保険者調査」から構   

成されている。  ○ 医療権済実態調査について ＝‥－…－…一一…一－－…一一‾……‾‖‾‾……‾  1  

○ 医療機関等調査は、病院、一般診療所及び歯科診療所並びに保険薬局  

l；おける医業経営等の実態を明らかにし、社会保険診療報酬に関する基   

礎資料を整備することを目的とする。  

○ また、保険者調査は、医療保険の保険者の財政状況の実態を把握し、   

社会保険診療報酬に関する基礎資料を整備することを目的とする。  

○ 医療経済実態調査のスケジュール（前回の実績）一－－……■‾……… 3  

○ 第16回医療経済実態調査（医療機関等調査）要綱一一……‾‾－‖‾…‾ 4  

○ 第16回医療経済実態調査（医療機関等調査）の調査内容等－…－‾… 8  

○ 本調査は、昭和42年から実施されておりし、昭和63年の中央社会保   

険医療協議会全員懇談会の申し合わせにより、2年に1度実施すること   

となっており、前回の調査で16回目となる。  

○ 最近の医療経済実態調査（医療機関等調査）について（概要）＝…‾・ 13  

○医療経済実態調査（医療機関等調査）の変遷 －－一＝…一…‾‾‾…‾‾…‾‾ 14  

2 統計報告調整法上の位置づけ   

医療経済実態調査は、統計法に規定する⊥般統計調査に該当し、調査の  

実施に当たっては、あらかじめ総務大臣の承認を得る必要がある。   



医療経済実態調査（医療機関等調査）スケジュール（前回の実績）  

医諌珪清美態調査の実施について（申し合わせ）  

年   月   事  項  備 考   

平成18年  11月  調査実施小委（調査実施に向けた検討開始）    18．11．22  

平成19年  1月  調査実施小委（調査内容の検討）  19．1．17  

2月  調査実施小委（調査内容の決定）  19．2．28  

3月  中医協総会 （調査内容の7承）  19．3．7  

総務省協言義  

4月  総務省承認  

5月  調査票発送  

6月  調査月  

7月  回答期限（月末）  

8月  

ロ  調査票の不備補正、照会、集計、分析  

10月  調査実施小委（調査結果の速報）  19－10．26 

中医協総会 （／／）  19．10．31  

平成2d年  7月  調査実施小委（調査結果の最終報告）  20．7．9  

中医協総会 （／／）  J／  

昭和63年11月21日   

中央社会保険医寂㌫議会   

全 員 慧 教 会  

当協鮎に紳ては、昭和42年以乗、医朗関における業舶の実錮  

明らかにすること等を目的として、3年にi臥医療近偏に関する調査を実施  

するこ七としてきたところであるが、近年における事務処理の迅道化の状況等  

にかんがみ、今後、2年に1回実施することが適当と考える。   

なお、次回の調査は、昭和64年に実施することが望ましい。  



第16回医療経済実態調査（医療機関等調査）要綱  カ 第5の層化は、全国の都道府県を次の9の地域に分類し、この区分によって   

行う。  

1．調査の目的  

病院、一般診療所及び歯科診療所並びに保険薬局における医業経営等の実態を明   

らかにし、社会保険診療報酬に関する基礎資料を整備することを目的とする。  

2．調査の内容  

病院、一般診療所及び歯科診療所並びに保険薬局について、施設の概要、収支の   

状況、資産及び負債、従事者の人員及び給与、設備投資の状況等の朗査を行う。  

3．調査の対象   

社会保険による診療・調剤を行っている全国の病院、一般診療所、歯科診療所及   

び1か月間の調剤報酬明細書の取扱件数が300件以上の保険薬局を対象とする。  

ただし、開設者が医育機関（特定機能病院及び歯科大学病院は除く）であるもの、   

特定人のために開設されている閉鎖的なもの、感染症病床のみを有する病院、結核   

療養所、原爆病院、自衛隊病院等の特殊な病院並びに刑務所、船内等に設置される   

一般診療所及び歯科診療所は除外する。  

また、歯科併設の一般診療所、臨床検査センター、夜間診療所、巡回診療所及び  

1か月間の診療時間が100時間未満であると推定された医療機関は調査対象か   

ら除外する。  

4．調査の客体及び抽出方法   

調査対象となる医療機関等から、それぞれ次の方法によって抽出した施設を調査   

客体とする。  

（1）病  院  

ア 層化無作為抽出法による。   

イ 第1の層化は、DPC対象病院の指定を受けている病院と指定を受けていない  

病院に分類し、この区分によって行う。   

り 第2の層化は、介護療養施設サービス事業を行っている病院と行っていない  

病院に分類し、この区分によって行う。   

ェ 第3の層化は、病床数が200床以上、200床未満に分類し、この区分に  

よって行う。   

オ▲「第4の層化は、院外処方の有無別に分類し、この区分によって行う。  

1  

都  道  府  県  

北海道  

青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島  

茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、  

新潟、山梨、長野  

岐阜、静岡、愛知、三重  

富山、石川、福井  

滋賀、京都、奈良、大阪、兵庫、和歌山  

鳥取、島根、岡山、広島、山口  

徳島、香川、愛媛、高知  

福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島、 沖縄   

北 海 道  

東  北  

関   東  

東   海  

北  陸  

近  畿  

中  国  

四 国  

九  州  

キ 第6・の層化は、全国を国家公務員の地域手当における敵地区分の6区分とそ  

の他の地域に分類し、この区分によって行う。（殻地区分については別紙参照）   

ク 第7の層化は、一般病院（特定機能病院、歯科大学病院及び子ども病院を除  

く）、精神科病院（許可病床のすべてが精神病床であるもの）別に開設者（国立、  

公立、公的、医療法人、社会保険関係法人、その他法人、個人）ごとに分類し、  

この区分によって行う。   

ケ 抽出率は、特定機能病院、歯科大学病院及び子ども病院については1／1、  

その他については1／5とする。  

（2）一般診療所   

ア 層化無作為抽出法による。   

イ 第1の層化は、有床、無床の別に分類し、この区分によって行う。   

ク 第2の層化は、主たる診療科別に分類し、この区分によって行う。   

エ 第3の層化は、有床については介護療養施設サービス事業を行っている一般  

診療所と行っていない一般診療所に分類し、この区分によって行う。   

オ 第4の層化は、院外処方の有無別に分類し、この区分によって行う。   

カ 第5、第6の層化は、病院と同じ地域分類（第5、第6層化）によって行う。   

キ 抽出率は1／25とする。   



（別紙）  国家公務員の地域手当に係る級地区分  

抽地・ 支給地域  都道府県   市町村名等   

1根地  
r18％〕   

2級地  茨城県  取手市  
和光市  
成田市、印西市   

東京都  武蔵野市、町田市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、清瀬市、多摩市、稲城市、西東京市  
神奈川県  鎌倉市、厚木市  
大阪府  大阪市、守口市、門真市   兵庫県  芦屋市   

3級地  茨城県  つくば市   
〔12％〕  埼玉県  さいたま市、志木市   
（Z7市）  千葉県  船橋市、浦安市、袖ヶ浦市  

東京都  八王子市、立川市、府中市、昭島市、調布市、小平市、日野市  
神奈川県  横浜市．川崎市、海老名市  
愛知県  名古屋市、刈谷市、豊田市  
大阪府  吹田市、高槻市、寝屋川市、箕面市、高石市  
兵庫県  西宮市、宝塚市  

奈良県  天理市  4級地  茨城県  水戸市、土浦市、守谷市   
〔10％〕  埼玉県  狭山市、鶴ヶ島市   
（37市）  干葉県  千葉市、市川市、松戸市、古津市、四街道市  

東京都  三鷹市、青梅市、東村山市、あきる野市  
神奈川県  横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、相模原市、大和市  
愛知県  豊明市  
鈴鹿市   三重県  
滋賀県  大津市、草津市  
京都府  京都市  
大阪府  堺市、豊中市、池田市、枚方市、茨木市、八尾市、東大阪市  
兵庫県  ．神戸市、尼崎市  
奈良県  奈良市、大和郡山市  
広島県  広島市  
福岡県  福岡市   

5組地  宮城県  仙台市   
〔6％〕  茨城県  日立市、古河市、牛久市、ひたちなか市  
55市  栃木県  宇都宮市   
1町  埼玉県  川越市、川口市、行田市、所沢市、飯能市、加須市、東松山市、越谷市、戸田市、入㈲市、朝江市、三郷市  

千葉県  茂原市、佐倉市、柏市、市原市、白井市  
神奈川県  平塚市、秦野市、三浦郡葉山町  
山梨県  甲府市  
紳同県  隋同市、沼津市、御殿場市  
愛知県  瀬戸市、碧南市、西尾市、大府市、知多市  
三重県  津市、四日市市  
滋賀県  守山市  
宇治市、亀岡市、京田辺市   京都府  
大阪府  岸和田市、泉大津市、貞塚市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、和泉市、羽曳野市、摂津市、藤井寺市  
兵庫県  伊丹市、三田市  
奈良県  大和高田市．滝原市．生駒市   

6紐地  北海道  札幌市  
名取市、多賀城市  【3％〕  宮城県   
87市  茨城県  龍ヶ崎市、筑西市   
21町  栃木県  鹿沼市、小山市、大田原市  

群馬県  前橋市、高崎市、大田市  
埼玉県  

北飾郡栗橋町、北飾郡杉戸町、北飾郡庄和町  
干葉県   
東京都  武蔵村山市  
神奈川県  小田原市、三浦市  
富山市   富山県  
石Jl＝祭  金沢市  
福井県  福井市  
長野県  長野市、松本市、諏訪市  
岐阜県  岐阜市、大垣市、多治見市、美濃加茂市  
静岡県  浜松市、三島市、富士宮市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、袋井市  
愛知県  

東海市、知立市、愛西市、愛知郡長久手町、西春日井郡豊山町、海部郡弥富町、西加茂町三好町  
三重県   
滋賀県  彦根市、長浜市  
京都府  向日市、相楽郡木津町  
大阪府  柏原市、泉南市、四條畷市、交野市、脹甫市、最南部熊取町、泉南郡圧尻町、南河内都太子町  
兵庫県  姫路市、明石市、加古川市、三木市  
奈良県  桜井市、香芝市」生駒郡斑鳩町、北城郡王寺町  
和歌山県  和歌山市、橋本市  
岡山県  岡山市  
広島県  廿日市市、安芸郡海田町、安芸郡坂町  
山口県  周南市  
香川県  高松市  
福岡県  北九州市、筑紫野市、着日市、太宰府市、前原市、福津市、‘糟屋郡宇美町、糟邑郡柏里町  
長嶋県  長崎市  

（3）歯科診療所   

ア 層化無作為抽出法による。   

イ 第1の層化は、院外処方の有無別に分類し、この区分によって行う。   

ウ 第2、第3の層化は、病院と同じ地域分類（第5、第6層化）によって行う。   

ェ 第4の層化は、常勤の歯科医師数を、1人、2人以上の区分に分類しこの区  

分によって行う。   

オ 抽出率は1／ノ50とする。  

（4）保険薬局   

ア 層化無作為抽出法による。   

イ 第1、第2の層化は、病院と同じ地域分類（第5、第6層化）によって行う。   

り 第3の層化は、開設者（個人、法人）の別に分琴し、この区分によって行う0   

エ 抽出率は1／25とする。  

5．調査主体   

中央社会保険医療協議会  

6．調査の時期●   

平成19年6月の1月間について実施する。  

7．調査の事項   

調査票に掲げる事項とする。  

8．調査の方法  

（1）調査は、往復郵送方式により行う。  

（2）調査票の記入は、医療機関等管理者の自計申告の方法による。  

9．結果の公表   

調査の結果については、中央社会保険医療協議会の議を経て、速やかに公表する。  



第16回医療経済実態調査（医療機関等調査）の調査内容等  

1調査の客体及び抽出方法  

調査内容  

（1）基本データ  ◎：速報で使用 ○こ本報告で使用 ×：使用せず  

病 保  一般診療所  歯科診療所  保験薬局   

開設者（開設主体）  ◎   ◎   ◎   ◎   

現有の医業用（薬局用）建物の建築（改築）年月  〉く   〉く   ×   ×   

医薬用（薬局用）建物  保有形態   ○   ○   ○   0  

延べ面積   ×   X   ズ   ×   

病床の状況   許可病床数   ◎（※1）   ◎  

名介琵療罫聖医療 設分（介雉病 ×   ×  

⊇施床）  
稼働病床数   ○  

ど介酪療養型医療  ×  

！施設分（介桂病床）  

入院患者の鱒況  在院患者数   ○  

在院患者延べ数   ○   ○  

新入院患者数   （〕  

退碗患者数   ○  

外来診療等の状況  初診患者数   ○（※2）   ○   0  

再診患者延べ数   ○（※2）   ○   ○  

休診（休日）日数   ◎   ◎   ◎   ◎   

処方ゐ状況   慌外処方の回数   ◎   ◎   ◎  

院内処方の回数   ◎   ◎   ◎  
特定入院料の◆算定状況  
（回復期り／＼どリテーション病棟入院料）  
（小児入院医療管理料1又は2）  ◎  
（重患性期入院医療管理料  
（ハイケアユニット入院医療管理料）  

入院基本料の状況  
（⊥般病棟入院基本闘  ◎  
（特定機能病院入院基本料（一般病棟））  

承泣等の状況 地域医療支援病院の承毯   ◎  

臨床研修病暁の指定   ○  

主たる診療科目  ◎  

青色申告の有無  ×   ×   ×   

従事者の状況  〉く   〉く  ◎ く※3）   

ユニツ．ト致  ◎  

代表者又は聞役者  ×   

施設基準等の届出状況  ○   

代表者又は開披者の勤務状況  X   

営業の状況（実開局延べ時間）  0   

調剤基本料の隋凛区分  ○   

保険明剤の状況   明利鞘酬明細書の件数  ○  

処方せん枚数  ◎  

特定機能病鹿、歯科大  
学病院及びこども病院 
は1／1   

（※1）：結核病床、感染症病床、合】附ま○  

（※2）：医科・歯科別  

（※3）：青色専従者関係、無給の家族従事者関係は×   



（2）収支  ◎ 速報で使用 ○一本報告で使用 ×：使用せす  
（3）給料  ◎：速報で使用 ○：本報告で使用 ×：使用せず  

病院  一般診療所  歯科拶績所  保険薬局   
医薬収入   探検診療（調剤）収入  ◎（※4）  ◎（※4）  ◎   ◎  

公害（労災）等診療（調剤）収入  ◎（※4）  ◎（※4）  ◎   ◎  
その他の診療（薬局事業）収入  
（自費診療（調剤）等）  ◎（※4）  ◎（※4）  ◎   ◎  

特別の僚茎王貫境収入（特別室の特別料金）  ◎  
その他の医業収入（保健予防活動収入等）  ◎   ◎   ◎  
医業収入金富十  ◎   ◎   ◎   ◎   

介粗収入   施設サービス収入  ◎   ◎  
◎   ◎   ◎  居宅サービス収入    ◎  

：短期入所療養介謹分  ◎   ◎  
その他の介建収入  ◎   ◎   ◎   ◎  
介拉収入合計  ◎   ◎   ◎   ◎   

その他の収入  受取利息及び配当金  ◎  
その他の収入  ◎  
その他の収入合音十  ◎  

◎  医業・介護費用  
◎   ◎   ◎  （保険薬局は費用）   

医療消Ⅰ毛器具備品費  ◎  
◎  歯    ◎  

給食用材料費  ◎   ○  
◎   ◎   ◎  給与費    ◎  

青色専従者給与費  X   ×   ヽ  

◎  委託費    ◎  ◎  ◎  
○   ○  

モ賢  ○   〔）  

賃貸委託費（病衣除く）   ○  
重言モ貿  ○  

委託費  ○   ○   ○  
歯  黄   ○  （⊃  

医療事務委託資  ○   ○   ○   ○  

設捕関係斐    ◎  
◎   ◎   ◎   ◎  

却貴   ◎   ◎   ◎   ◎  
◎   ◎   ◎  」用）機器減価償却費  ◎  

○（※6）  ヨ   ○  
萄用）機器貢憎朋  ○  ○（※5〉  ○（※5）  ○（※6）  

○  ○（※5）  ○（※5）  ○（※6）  

建物賃借料  ○  ○（※5）  ○（※5）  ○（※6）  

◎  経 費（その他の経費）    ◎  
燃料費含む）  ○  ○  

○  
○  

租  ○  
寄  ○  
り子割引料  ◎  

その他の医業・介旺費用  ◎   ◎   ◎  
医業・介泣受用合計  ◎   ◎   ◎   ◎   
その他の費用  支払利息  ◎  

その他の費用  ◎  
特別損益   特別利益  ◎  

特別損失  ◎  
捕肋金・負担金等  人件貪捕助  ◎  

運営費補助  ◎  
設備費補助  ○  

病 院  一般診摺所  歯科診療所  保険薬局   

職種別・常勤・非常勤別  ◎（※7）  ◎（※8）  ◎（※8）  

医師   ◎（※7）  ◎（※8）  

（常）  歯科医師   ◎（※7）  ◎（※8）  ◎（※8）  

人員・給与t平均賞与支給績  ◎（※7）  ◎（※8）  

看ほ補助職員   ◎（※7）  ◎（※8）  

（非常勤）  医療技術員   ◎（※7）  ◎（※8）  

総労働時間・給料   歯科衛生士  ◎（※8）  

歯科技工士  ◎（※8）  

事務職眉   ◎（※7）  ◎（※8）  ◎（※8）  

技能労務員・労務員   ◎（※7）  ◎（※8）  

その他の戦員  ◎ 

役員   ◎（※7）  ◎（※8）  ◎（※8）  

合計   ◎   ◎   ◎   

常勤職負1人当たり1週間平均の所定労働時間  ◎   ◎   ◎   

賞与支給症  ◎   ◎   ◎   

退職給付受用  ◎   ◎   ◎   

法定福利費（事業主負担）  ◎   ◎   ◎   

給与費等の合計  ◎   ◎  ◎   

（※7）：非常勤職員給料は○  

（※8）ニ非常勤職員給料は×  

（4）資産・負債  

病 院  一般診療所  歯科診療所  保険薬局   

資産  流動黄塵   現金及び預金  ○   ○  

医業未収金（診療報酬に係るもの）  ○   ○  

有価蒼正券  ○   ○  

棚卸資産（医廃品）  ○   ○  

その他の流動資産  0   ○  

固定資産   有形固定資産  ○   ○   ○   0  

○   ○  

附属設備を含む）   ○   （⊃  

備品   ○   ○  

その他の有形固定資産   ○   ○ 

無形出走資産  ○   ○  

その他の固定資産  ○   ○  

繰延資産  ○   ○  

資産合計  ○   ○   ○   ○   

負債   ○  
流動負眉  買掛金 （医薬品・診療材料等に係るもの）  

○  

支払手形  ○   0  

短期借入金  ◎   ◎   ◎   ◎  

その他の流動負債  ○   ○  

盟定負債   長期憎入金  ◎   ◎   ◎   ◎  

その他の固定負債  ○   ○  

負債合計  ○  ○   0   ○  

（※4）：入院・外来別  

（※5）．「その他の医業・介建賀用」欄  

（※6）：ーその他の経費」欄  

10  11  



nn坪野笹  
遅  虻u糾柳刃  
慣  
朴   ざぎざぎ  

〔〕l♪亡りN  

蚕： 籾  「→巾Nくり  

囁  uつ寸（♪（p  

t♪  

＼＼＼＼  
廿 の  ▼一u）「0つ  

（8のI－の  

登  の▼－1ヽ∝〉  

計  

回  
（ロ ln（⊃l♪ NIDN  

腫  
lpu）「寸  ．  

▼一別い－r   諺山鰯弛滝按針再婚厄附加朕如磯嘩“酎瑚  

帥り拓く憩鍋吏二皿l00部潮田辟皿超01軌牌      ー ■  ヽ′ ■ ●             ●  ヽ′ ■ ●   

壷‥  
堰  ・江・－   

朴   
爵辞ぎざ N＝りqトr  

旺こ  

（ロ 廿 卜■  

▼－の⊂＝N （p寸く8く8 ＼＼＼＼ ○】Mのぐ〉  

∝＝♪  

MNt♪寸  
登 計  ⊂〉I－lヽF、  ．1村野 M  

槻  

画 の  
▼－▼‾  買掛寧蓋 

・妹  
I■■‾I■‾I‾▼■‾r  （D寸．Nr  （ 

穏幽E毯馬懸出席勅脚廿鮭缶榊二跨証｛側」・U車宰  
rNI－I－   せ封㈲慣レ旺粟潮叶皿心髄頑弔砲e超捌く男鹿ふ桝  

■・  帥卓照振車せ増益e滋野賦払咄Qu緋｝辟笹沼凶相沓捧      〉● 、′                   ヽ■■   

Q頓台  
壷  感  
堰  
、卦  

（《  
脾露  

ぎざぎざ ○くりr〉u） （8の卜○⊃  

Ⅲこ （8 せ t♪  ∽寸1♪lの  

▼一  くOM卜」〇  ＼＼＼＼   

登  l♪‘♪寸1⊃  

生  1⊃†－くDrヽ  

至掌  

回 寸  

煉  
∝＝爪▼一丁ー  

rりN▼－▼一   

●  帥壁蜜州鰐幽埜聖堂〉剥弱国「艇・騨胎拙走世事飽儀一      ■一 ■ ● ■  、■                 ヽ′ ●   

町  
廿  
増  †忘伝    毯虚 肢庭饉  噴  
淋  壕沌酎庇   堪朴堰  出  

飽地織   認《ヰ  宙   

回 娼  
点  堪  望音盤   槻荘勾  亜  

鍬   

一
個
㌣
鷲
冨
望
ビ
」
C
り
】
偲
堰
中
軸
り
冷
肉
堪
喉
朴
《
好
個
．
堪
喋
堪
準
例
媒
（
巾
州
）
 
 

．
噌
兎
P
（
ざ
）
．
樽
紳
風
病
仲
＼
（
社
）
癖
細
嫡
帥
同
額
陣
．
ポ
ー
（
 
）
．
e
翠
「
＃
出
増
㈲
露
J
（
N
班
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
．
ゆ
嶋
P
堪
堰
槻
擁
繊
眉
魅
Y
刷
紘
 

常
駐
塵
・
練
日
馬
魅
Y
寄
ぜ
亜
．
堪
堰
咄
淋
N
・
L
砿
醐
伽
礎
幽
堪
Y
鯉
ツ
マ
′
騒
喋
根
城
破
壁
Y
捷
囁
∧
m
h
－
小
r
－
〕
′
、
「
－
顕
車
凰
ゆ
土
龍
り
】
賑
せ
頓
飽
鯉
壁
朝
＃
′
ポ
】
「
紗
j
 
e
「
柑
越
喉
頻
回
堰
凶
芸
J
（
「
州
）
 
 

（5）設備投資  ◎‥速報で使用 ○：本報告で使用 X：使用せず  

病 鹿  一般診療所  歯科診療所  保険薬局   

土地  0．   ○   ○   ○   

建物（建物付属設備を含む）  ○   ○   ○   ○  

医療用（調剤用）器械備ロ  ○   ○   ○   ○  

ゝ   ○   ○   ○   0  

リース分（リ→ス期間中のリース料総磁）   ○   ○   ○   ○   

その他の有形固定資産  ○   ○   ○   ○  

○   ○   ○   ○  

リース分（リース期間中のり「ス料総鎖）   ○   ○   ○   ○   

合計  ○   ○   ○   ○   
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（6）租税公課、借入金等  

病 院  一般診療所  歯科診療所  保険薬局   

租税公課  ○   ○   ○  ○（※9）   

損害保険料  ○   ○   0  ○（※9）   

寄付金  ○   ○   ○  ○（※g）   

借入金（1年間に借り入れた韻）  ◎   ・◎   ◎   ◎  

長期借入金   ◎ ■   ◎  ◎   ◎   

借入返済金（1年廊の元本返済鑓〉  ◎   ◎ ．  ◎   ◎  

長期情人金   ◎   ∴ ◎   ◎   ◎   

支  払利息（1 ◎   ◎   ◎  ○（※10）   

所得税・法人税（給与の源泉徴収分は除く）  q   ○   ○   ○   

住民税（給与の源泉徴収分は鱒く）  （⊃   0  ○   ○・   

事業税  ○   ○   ○   ○   

通勤手当  ○   ○   ○   

福利厚生費  ○  

（※g）：「受用」欄  

（※10）一：「費用（利子割引料）」欄  

（7〉処方せん・医薬品の状況  

病 院  一般診療所  歯科診療所  一 保険薬局   

処方せん発行医療機関  処方せん発行医療機関赦  ○  

処方せん枚数  ○  

処方せん受付回数  ○   

処方せん枚数の最も多い1医療機関の処方せん枚数  ○   

処方せん受付回数の最も多い1医療機関の処方せん  
受イ寸回数  

d   

処方せん1枚当たり平均投与日蝕  ○   

処方せん1枚当たり平均医薬品数  ×   

調剤用備蓄医薬品品員数  ◎  

く薬価基準収載品目）  ◎  

後発医薬品品目奴   注射薬  ◎   

調剤用医薬品廃棄磁  ○  

1二I  
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第16回 医療経済実態調査（保険者調査） 要綱  

1．調査の目的  

医療保険の保険者の財政状況の実態を把握し、社会保険診療報酬に関する   

基礎資料を整備することを目的とする。   

2．調査の対象   

平成18年度末における政府管掌健康保険、組合管掌健康保険、船員保険、   

共済組合及び国民健康保険の各保険者を調査対象とする。   

3．調査主体  

中央社会保険医療協議会   

4．調査の時期  

平成19年6月   

5．調査の種板及び調査事項   

調査の種類及び調査事項は次のとおりとする。   

（1）決算事業状況に関する調査  

被保険者数、保険給付等に関する状況、決算収支状況及び財産の状況  
等について調査する。（別紙1参照）   

（2）土地及び直営保養所・保健会館に関する調査  

土地に関する施設の種類、面積、帳簿価格等及び直営保養所・保健会  

館に関する施設の種類、建物の状況、利用状況等について調査する。（別  

紙2参照）   

6．調査の方法  

（1）上記5の（1）については、■平成18年度宋における全保険者の平成  

18年度分の事業報告、決算報告及び財務諸表等から調査する。  

（2）上記5の（2）については、組合管掌健康保険及び共済組合の各保険  

者が調査票を作成し、提出する。   

7．提出期限   

平成19年8月31日   

8．結果の公表   

この調査の集計結果は、中央社会保険医療協議会の議を経て、速やかに公  

表する。   
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方】既1  

保険者調．査（決算事業状況に関する調査）の調査事項  

・健 康 保 険 組 合   共 済 組 合   国 民 健 康 保 険   政 管 健 保   船 員 保 険   

1．適用状況（平成18年度謁  1．適靴兄秤成18年慶弔  1．適用状況職18年度未）  1．適用状況 

（1）被臓㈱及  （1）細会員数、禎扶養者数   （1）世棚義教  （1）被探検者数及び披扶養者  （1）被保険者数及び被扶奏者  

（2）平聯廟明額放び標準  数   数  

（2）平均療準拍軌月額及び琵   賞与額  （2）平均標準報酬月額及び賞  （2）柳額及び賞  

準寅与額  与鯛蓼  与（月数  

調  

2．樹状況坪成18年度）                    皇．短期給付状況（平成18年度）         2．保険給付状況（平成18繊     2．保険給付栂兄坪城18年度）   2．酬兄（平成18年度l  
（1）療菱の給付、妻神顔嚢着  （1）保鮒寸   （1）療養の給付及び現金給付  （1）療養の給付、家族療養費  （1）療養の給付、家族療養費  

及び現金給付  （2）休紺案給付  （2）付力備付  及び奨金就付  及び現金給付  

査  （3）付加給付  

3．  3．決算状況1平蔵18年度）  3．  3．  3．  

事  （平成18槻  坪披18年度）  坪成18年度）   （平成18年廊   

4．卿率（轍18年剋             4．イ柵びそ磯準恰  

項  （平成18年度）  坪成18年度）  

5，財産保有状況坪成18年必  

トJ  

別紙2  
医療経済実態調査 （保 険 者 調 査 票）  

（平成18年虔未曳在う  
中 央 社 会、保 険 医 療 協 議 会  

㊨  
総務省承賢No．2ti862  

承総期l浪平成l今年10月■31日まで   

保険者名  

1土地に関する事項  
固定資産税  秤価  

施 設 の 拝 領  名    称   所 在 地   他  日  面  ；折     取得年月日  取得 価格       帳 辞 価 格  時価評価隠  備考   
■ 局■■■†：  方た≡   

1病虎・診療’所  都  市  ：d  1昭和  
2老人保健施設  区  3．直営保養所  逼 
4体育館・体育施Ⅰ更  

之平成  
府  町  

5保健■全庁  
県 粁  6忘芦なし  年月β  

1病院・診．揆所  都  市  ：J  1昭和  
軍老人保健施設  道  区  3直営保養．所  
4■体育館・体育施設 51幕健会館  府  町  2平成  

6施設なし  県  鱒  

1病院・診療所  都  市  
2老・人保健施◆設  道  区  3直営保養所  
4体育館・体育施設  由  町  
S保健会館  

県  打  6施設なし  
t病院・診療所  都t・ 
2老人保健施設  

河  l昭和  
区  

3直営保養所  2平成  
†体育館・体育施設 5保健 府  町  

．会館  
6施▼設■なし 県 打  年月日  

あ  ：J  1 l病院 市  昭和  
2老人保健施設  迂  区  3直営保‾葵所  2平成  
4体育館・体育施設 5保 府．町  

．饉■会館  
8施設なし  県  村  年月日  

1病∵院・‘診】寮所  都  市  ：■  1昭和  
2老人保健施設  道  区  
3直営保養所  
4．体育館・体育施設  府  旬＝  声平成  
5保健会館  年月日  

年月  
6施設＿な一し  県  村   

：■   

l窄院・診療所  材．市  
2老人保絆．施設  這  区  1昭和  
3直営保＿養所  
4体育館・体育應設  府  ■r  2平成  
5保健会］貯  
6◆施ニ鮫 ・異  材  年月日  

u  



医療経済実態調査（保険者調 査票）  

中 央 社 会 保 険 医 療 協 議 会   

保険者名 「  

2 直営保養所・保健会館に関する事項  

施 設 の 種 類   名   称   所 在 地 建 物 の 状 況  平 成18 年 度 の 状‡兄  備 考  
建 築 面     積   延 べ 面 積       帳 簿価 格       利 用 者 数       総 収 入       総 支 出 

1直営保養所  
都  市  人            円            円  

道  区  

2保健会館  府  町  
県  村  

1直営保養所  都 市  
道  区  
府  2保健会館  町  
県  村  

都  人            円            円  
1直営保養所  道  

市  
区  

21呆健会館  府  町  
県  村  

都  市  人  円            円  
1直営保養所  道  区  

府  2保健会館  町  
県  村  

都・市  1直営保養所  m            円            人            円            円  
道  区  
府  2保健会館  町  
県  村  

都  市  
1直営保養所  道  区  

2保健会館  府  町  
県  村  

（∋  



対馬委員提出資料  

中央社会保険医療協議会・総会  

平成20年11月19日  

○後発医薬品の使用促進に関する  

健保組合等の取組み事例  

・「ジェネリック医薬品のお知らせが届いたら…」（「健康保険誌2008．1月号」  

記事より抜粋）   

・「ジェネ リック医薬品Q＆A」改訂版（健康保険組合連合会2008．6月発行）   
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こ
の
サ
ー
ビ
ス
を
展
開
す
る
の
は
D
H
社
 
 

儒
険
者
が
注
目
す
る
 
 

情
報
提
供
サ
ー
ビ
ス
 
 

「
あ
な
た
が
処
方
さ
れ
た
お
薬
を
ジ
工
ネ
 
 

リ
ッ
ク
医
薬
品
に
切
り
替
え
た
ら
、
窓
口
 
 

負
担
が
0
0
円
軽
減
さ
れ
ま
す
」
 
 

様
式
の
見
直
し
を
は
じ
め
、
1
厚
生
労
働
省
は
あ
の
手
こ
の
手
で
施
策
を
講
じ
て
い
る
が
、
健
保
組
合
も
 
 

町
い
な
い
 
 

か
ジ
工
ネ
リ
ッ
ケ
医
薬
品
の
使
用
促
進
へ
、
一
歩
踏
み
込
ん
だ
取
り
組
み
を
紹
介
す
る
。
 
 

い
ま
や
、
こ
の
国
の
医
療
費
抑
制
策
の
大
き
な
柱
と
な
っ
て
い
る
。
処
 
 

ク
医
薬
品
の
 
 

届
い
た
ら
…
 
 

（
仮
称
）
。
も
と
も
と
、
レ
セ
プ
ト
情
報
の
解
析
 
 

を
得
意
と
す
る
。
ま
ず
、
健
保
組
合
か
ら
医
科
 
 

と
調
剤
の
レ
セ
プ
ト
画
像
を
預
か
り
、
そ
れ
を
 
 

電
子
化
。
傷
病
名
ご
と
に
医
療
費
を
分
解
し
、
 
 

医
科
と
調
剤
の
突
き
合
わ
せ
を
行
う
。
そ
の
な
 
 

か
か
ら
、
ジ
ュ
ネ
リ
ソ
ク
医
薬
品
に
切
り
替
え
 
 

た
ら
効
果
的
だ
と
考
え
ら
れ
る
患
者
に
対
し
 
 

て
上
記
の
よ
う
な
通
知
を
出
す
、
と
い
う
サ
ー
 
 

ビ
ス
だ
。
タ
ー
ゲ
ッ
ト
は
、
長
期
間
、
医
薬
品
 
 

の
服
用
を
続
け
て
い
る
外
来
患
者
。
院
内
処
方
 
 

か
院
外
処
方
か
は
問
わ
な
い
。
中
心
は
生
酒
習
 
 

慣
病
で
あ
り
、
が
ん
や
精
神
科
疾
患
な
ど
特
殊
 
 

な
傷
病
は
除
外
し
て
い
る
。
先
発
品
か
ら
ジ
ュ
 
 

ネ
リ
ッ
ク
ま
で
、
保
険
適
用
さ
れ
る
医
薬
品
の
 
 

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
そ
こ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
 
 

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
 
 
 

こ
の
サ
ー
ビ
ス
を
、
現
在
、
す
で
に
3
0
を
超
 
 

え
る
健
保
組
合
が
実
際
に
利
用
し
て
い
る
。
そ
 
 

の
規
模
は
さ
ま
ぎ
ま
で
、
単
一
も
総
合
も
あ
る
。
 
 

古
い
と
こ
ろ
は
す
で
に
3
年
の
実
績
。
ニ
ー
ズ
 
 

は
年
々
高
ま
り
、
健
保
組
合
の
み
な
ら
ず
国
保
 
 

か
ら
も
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
と
い
う
。
 
 

富
士
通
健
康
保
険
組
合
（
神
奈
川
県
川
崎
市
）
 
 

も
ユ
ー
ザ
ー
の
1
つ
だ
。
平
成
1
8
年
に
、
こ
の
 
 

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
決
め
た
。
被
保
険
者
・
被
 
 

扶
養
者
あ
わ
せ
て
約
2
7
万
3
千
人
。
1
8
年
度
の
 
 

医
療
費
は
、
医
科
入
院
8
2
・
5
6
億
円
、
医
科
外
 
 

来
1
6
0
・
4
6
億
円
、
歯
科
4
4
・
4
3
億
円
、
調
剤
 
 

5
9
・
7
3
億
円
。
と
り
わ
け
、
調
剤
医
療
費
の
伸
 
 
 

「
お
知
ら
せ
」
は
わ
か
り
や
す
く
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とミ ミ妄、シ・；・二  

妃号・番号1Z34・lZ3ヰ56  
れな調  

撫  ジェネリック医鮎使用促進のお知らせ  脚 ご本人   、け剤  

平成19年06月地方分  過去の処方嬢（平成19年06月分）  ジェネリック医薬品情報  
やれの  

をジェネリツク医薬品に切り替えた  お薬代繋1   左記お築代から 准2   
王  

医療欄爛・翼局区分  
場合の軽減可能額は  （3蓼胸坦）   軽減可能な金額  

開剤薬局  
′ 

4，096  乙341  ～  3，141  

最大で  弓 

3，141  
ア→．」し 巴 とD菩  

合     計    4，096  Z，341  ～  3，141  打 

・  

◆j  

本明細では．過去あなたに処方された医薬品                                                                                         一成分のジェネリッタ医薬品を参考までにご紹介いたします．ジェネリック医薬品への切り甘えにつ   

＿  

いては、ます医師lこジェネリック医薬品の代替処方をお願いし、薬剤師にこの明細をご持参の上、ご椙餃ください．  
とをん  

過去の処方★義（平成1‘8年0¢月分）  今後の処方例（ジェネリック医案品情報）  
振受と  
りけか  

医療横側・薬局区分  華僑 （犀の■一n  数1  単位  お薬代驚 1  返入し  
t円刑垂旦  

ぺサトールSR錠200什帽  47．9  1．810  

ペサスターSR鐘200200nl書  

ぺサテートSR錠200200m■  

レニペース錠55mE  87．4  1．651  日医エ  
像れ  

レニベーゼ錠55m亡  日医エ  
をさが   

カルネート蚊5mg  一：■】二・一・  

レ＝メック錠65m丘  こ■亘r  

レノベント鑓55m丘  沢井班  
マーズレンS群拉  18．2   51S  日医エ  

トーワズレン中級  ∴…－・  

に18日  

グリマック媚働  沢井鱒  託年標  
モの他（ジェネリック地方分）  120  し11だ  
合什  ヰ．096   

㌻；箭．  

開分  
始の  
○レ  

対セ  
象プ  
者ト  
を画  

嘉1 戚にかかった金執のみで丁．果無の瓦礫機関への支払金押にIi、技術料、指導料、汝董費用などカ‡古土れていまナ．虻や布巾何から医■助成そ受けている場合には．実際の支払金欄と  
共なる1●合があり主ナ．  

弼2 東町＝支払ったーお脊代一に対して、通知書発行疇点でジュネリック臣凛晶として控定を受けている平島に切甘えた場合、どの捏丘鵡代車軽減できろかモご紹介しています．  

び
が
顕
著
だ
っ
た
。
池
田
良
晴
常
務
理
事
は
、
 
 

「
医
療
費
は
医
科
も
歯
科
も
伸
び
て
い
た
が
、
 
 

る
。
こ
の
取
り
組
み
で
、
医
科
外
来
と
調
剤
の
 
 

医
療
費
を
5
6
0
0
万
円
削
減
す
る
こ
と
。
こ
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絞
り
込
み
、
4
月
、
は
じ
め
て
の
通
知
を
6
2
 
 

7
5
人
に
出
し
た
。
切
り
替
え
可
能
な
ジ
エ
ネ
 
 

リ
ッ
ク
医
薬
品
の
銘
柄
や
患
者
負
担
額
を
明
示
 
 

し
、
そ
の
裏
面
に
は
富
士
通
健
保
組
合
の
取
り
 
 

組
み
方
針
の
ほ
か
、
実
際
に
ジ
エ
ネ
リ
ッ
ク
医
 
 

薬
品
に
切
り
替
え
る
た
め
の
ア
ド
バ
イ
ス
な
ど
 
 

を
記
載
し
た
。
 
 
 

以
後
、
毎
月
、
こ
の
通
知
を
出
し
て
い
る
。
 
 

そ
の
内
容
は
、
少
し
で
も
わ
か
り
や
す
い
よ
う
 
 

に
と
、
改
善
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
封
筒
に
も
 
 

ひ
と
工
夫
。
関
心
を
も
っ
て
開
封
し
て
も
ら
え
 
 

る
よ
う
に
と
、
通
例
の
医
療
費
通
知
な
ど
と
は
 
 

差
別
化
を
図
っ
た
（
前
貢
参
照
）
。
 
 
 

D
H
社
に
よ
る
レ
セ
プ
ト
画
像
の
解
析
は
 
 

副
次
的
な
メ
リ
ッ
ト
も
生
む
。
池
田
常
務
理
事
 
 

が
言
う
よ
う
に
、
「
傷
病
名
を
テ
キ
ス
ト
デ
ー
 
 

タ
に
し
て
し
ま
え
ば
、
い
ろ
い
ろ
な
か
た
ち
で
 
 

活
用
で
き
る
」
の
で
あ
る
。
現
に
富
士
通
健
保
 
 

組
合
で
は
、
レ
セ
プ
ト
デ
ー
タ
と
健
診
デ
ー
タ
 
 

と
を
組
み
合
わ
せ
て
保
健
指
導
に
役
立
て
て
 
 

い
る
ほ
か
、
さ
ま
ぎ
ま
な
統
計
・
分
析
が
可
能
 
 

富士通健康保険組合常務理事  
池田良晒さん   

た
い
へ
ん
興
味
深
い
成
果
が
現
れ
て
い
る
。
 
 

最
初
に
通
知
を
出
し
た
6
2
7
5
人
を
5
月
診
 
 

療
分
で
み
た
と
こ
ろ
、
1
6
2
9
人
が
ジ
ェ
ネ
 
 

リ
ッ
ク
医
薬
品
に
切
り
替
え
て
い
る
こ
と
が
わ
 
 

か
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ん
と
、
4
人
に
1
人
を
 
 

超
え
る
。
こ
の
6
2
7
5
人
と
1
6
2
9
人
の
 
 

集
団
で
比
較
す
る
と
、
ジ
ュ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
 
 

の
金
額
シ
ェ
ア
は
、
3
・
8
％
か
ら
1
1
・
6
％
に
 
 

跳
ね
上
が
っ
て
い
る
。
全
国
値
が
5
％
程
度
だ
 
 

か
ら
、
そ
の
成
果
は
大
き
い
。
 
 
 

も
ち
ろ
ん
課
題
も
あ
る
。
通
知
を
受
け
取
っ
 
 

た
人
、
す
べ
て
が
喜
ん
で
く
れ
る
と
は
限
ら
な
 
 

い
。
な
か
に
は
、
「
も
う
要
ら
な
い
」
と
い
う
．
反
 
 

応
も
あ
る
。
処
方
す
る
医
師
が
切
り
替
え
を
認
 
 

め
な
か
っ
た
り
、
薬
局
の
品
揃
え
が
悪
か
っ
た
 
 

り
し
て
、
ジ
ュ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
手
に
す
る
 
 

こ
と
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
。
ジ
ュ
ネ
リ
ッ
 
 

ク
医
薬
品
が
望
ま
れ
な
い
場
合
も
あ
る
。
と
く
 
 

に
手
を
加
え
な
け
れ
ば
、
そ
う
し
た
人
に
何
度
 
 

も
通
知
を
出
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

医
療
機
関
や
薬
局
、
患
者
の
あ
い
だ
に
は
、
 
 

ま
だ
少
な
か
ら
ず
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
へ
の
 
 

不
安
が
残
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
池
田
常
務
理
事
 
 

に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
 
 

4
人
に
1
人
が
 
 

ジ
工
ネ
リ
ッ
ク
に
切
り
替
え
 
 

「
こ
の
取
り
組
み
は
効
果
が
出
や
す
い
。
被
保
 
 

険
者
・
被
扶
養
者
に
正
し
い
知
識
や
情
報
を
何
 
 

度
も
繰
り
返
し
伝
え
て
、
正
し
い
行
動
を
と
っ
 
 

て
い
た
だ
く
こ
と
が
大
切
だ
」
と
池
田
常
務
理
 
 

事
∩
｝
ま
た
平
山
健
二
事
務
局
長
も
、
「
通
知
を
 
 

送
っ
た
グ
ル
ー
プ
か
ら
は
、
確
実
に
効
果
を
得
 
 

ら
れ
る
。
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
し
て
い
る
た
め
、
 
 

事
務
的
な
負
担
も
ほ
と
ん
ど
な
い
」
と
い
う
。
 
 

今
年
度
、
5
6
0
0
万
円
と
い
う
削
減
目
標
を
 
 

達
成
で
き
る
か
ど
う
か
は
ま
だ
わ
か
ら
な
い
 
 

が
、
富
士
通
健
保
組
合
は
こ
の
取
り
組
み
を
今
 
 
 

み
を
生
活
習
慣
病
以
外
の
傷
病
に
も
広
げ
て
い
 
 

け
る
か
も
し
れ
な
い
。
 
 

医
療
費
そ
の
も
の
の
適
正
化
も
 
 

中央が富士通健康保険組合事務局長・平山健二さん  
左は適用給付担当課長・椎名茂さん  

は
、
こ
の
不
 
 

安
を
払
拭
す
 
 

る
た
め
に
、
 
 

「
国
が
す
べ
 
 

て
大
丈
夫
だ
 
 

と
明
言
し
て
 
 

く
れ
れ
ば
い
 
 

い
」
と
強
く
 
 

期
待
す
る
。
 
 

近
い
将
来
そ
 
 

う
な
れ
ば
、
 
 

こ
の
取
り
組
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ジェネリッタ  

医薬品を、豪㌔  
⑳  

り
に
進
む
だ
ろ
う
 
 

し
、
そ
の
分
、
医
薬
 
 

品
の
医
療
費
は
節
 
 

減
で
き
る
だ
ろ
、
ヤ
 
 

だ
と
し
て
も
、
問
 
 

題
は
〝
本
丸
“
。
出
 
 

来
高
払
い
の
見
直
 
 

し
や
生
活
習
慣
病
 
 

の
予
防
対
策
な
ど
、
 
 

医
療
費
全
体
の
適
 
 

正
化
対
策
を
よ
り
 
 

強
力
に
抜
本
的
に
 
 

行
う
必
要
が
あ
る
。
 
 

そ
の
た
め
に
も
、
「
一
 
 

人
ひ
と
り
が
も
っ
 
 

と
、
医
療
に
コ
ス
ト
 
 

意
識
を
も
っ
て
ほ
し
 
 

い
」
と
願
う
、
池
田
 
 

常
務
理
事
な
の
で
 
 

あ
っ
た
。
 
 
 

こ
の
富
士
通
健
 
 

保
組
合
に
限
ら
ず
、
 
 

後
も
続
け
て
い
く
方
針
だ
。
 
 
 

し
か
し
そ
の
反
面
、
池
田
常
務
理
事
は
、
「
こ
 
 

の
取
り
組
み
が
浸
透
す
れ
ば
、
い
つ
か
効
果
は
 
 

限
界
に
達
す
る
だ
ろ
う
」
と
も
。
来
年
度
に
は
 
 

処
方
せ
ん
様
式
の
さ
ら
な
る
見
直
し
が
行
わ
 
 

れ
、
ジ
ュ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
普
及
は
そ
れ
な
 
 

〒123－4567  

東京都00区×××××12－34－56 ロロロDロマ  
ンション1234号豊  

富士通 太郎  様  

披保険者氏名：古土通 一郎  様  

この通知書に関するお園合せや、既にジェネリツク医薬  
品に切り替え済み、医師に相談したが切り替えは難しい  
等で通知を希望されない方は、お手数ですが下記までご  
連綿ください．  

富士通健應保険組合（044－738－3010）  
頭蘭緬訂  

室※通知停止をこ希望されても、データ型理にかかる  
…時間の都合上、次回の適期署が届いてしまう場合が  
にさいます．こ了承＜ださい．  ……，23．1欝順川術中耶小杉町㌢1働‾3ユニオン  

医
療
費
適
正
化
の
た
め
、
患
者
負
担
の
軽
減
の
 
 

た
め
、
そ
し
て
被
保
険
者
・
被
扶
養
者
へ
の
サ
ー
 
 

ビ
ス
向
上
の
た
め
、
健
保
組
合
は
地
道
な
努
力
 
 

を
重
ね
て
い
る
。
こ
う
し
た
個
々
の
保
険
者
機
 
 

能
を
よ
り
い
っ
そ
う
高
め
る
よ
う
な
施
策
を
、
 
 

厚
生
労
働
省
に
こ
そ
お
願
い
し
た
い
。
 
 

富士通健康保険組合は、ジェネリック医薬品の普及に取り組んでいます  

生活習慣病や慢性的な病気で長期間にわたってお薬の服用が必要な方は、ジェネリツク医薬品に切り替えることで自己負  
担を軽減することができます。富士通健康保険組合では、その軽減効果が比較的大きい方へ、本通知書を発行しています。  
裏面にはジェネリック医薬品に切り替えた場合、お薬代がどの程度軽減できるかの一例をご参考までにお知らせしておりま  
す。ジェネリツク医薬品への切り替えを希望される方は本通知書をご参考に、まずご担当の医師とご相談ください。   

まずは医師にこ相談ください。   

（例）「ジェネリック医薬品を希望します」  
「ジェネリツク医薬品に切り替え可能ですか？」   

ジ工ネリック医薬品を希望される際に知っておきたいこと  
◆ジ工ネリツク医薬品への切り替えは、処方せんに医師が署名することで処方か可能となります．  
◆症状や治療方針により、医師の判断でジェネリック医薬品へ変更できない場合力†あります．  
◆薬局にジェネリック医薬品の在厚が賢い場合があります。  

医師、薬剤師と＋分にこ相談＜ださいますようお願いいたします。  

ジェネt」ック医薬品とは？  

新薬と同等の効き目（※1）で価格は平均すると半額程度（兼2）。  
患者さんのお薬代負担軽減Iこ貢献するお薬です。  
※1 先発医薬品に知能効果か遥加された塙古、絹占午の間際で用忘、百且、勤棺、効果が一時的に異なる鷹合があります．  
※2 医薬品の値鳩か下がっても自己削旦弱が先発医薬品便御香と変わらない場合があります（技頭割なとが加算さn、高くなること毛あります）  

＊
来
年
度
政
府
予
算
案
で
は
、
後
発
医
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こんなときは・・・・？  

【ジェネリック通知サポートデスク】0120－666－238（10：00～17：00 土・日・祝日を除く）  
【富士通健康保険組合】丁［し：044－738－3010 FAX：84ト738－2225 E－mail：SuPPOrt㊥kenpo．f〕jits］．COm  

ジェネリツク医薬品への切り替えは、ご本人の意思を第一優先するものであり、この通知書により切  
り替えを強要するものではありません。  
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⑳ ⑳⑳⑳⑳◎⑳  

■  
∴  （〕  

ジェネリツク医薬品は医療用医薬品です。  

鱒薬の種類・処方等については、   

医師・薬剤師にご相談ください。  

⑳⑳⑳⑳⑳◎⑳  

企画・発行：⑳健康保険組合連合会 制作企画：株式会社グループtティー  

〈禁無断転載・複写〉 2008年6月作成   



近、テレビCMなどでジェネリツク医薬品の広告を   

見かけることが多くなりました。  

「新薬と同じ成分、同じ効き目でお薬代が約半分になる」   

とのふれこみをお聞きになった人も多いと思います。   

では、そもそもジ工ネリツク医薬品とは何なのか、   

実は具体的にはあまり知られていないようです。   

この小冊子はジェネt」ツク医薬品について   

皆さんにわかりやすく、正確に知ってもらうことを   

目的に作成しました。   

ここで、いま話題のジ工ネリツク医薬品について   

一緒に考えてみましょう。   



砂ジ工ネリツク医薬品に関するこ説明を   

お願いします。  

⑳ジェネリリク医薬品の処方が可能で   

あれば、お願いします。   

氏名   



＋庭協議会 山本委昌提出資料   

ユ （〕   1 1   1 ）  

3 結果概要   

（1）回収状況  

後発医薬品の使用状況調査（中間報告）  

社団法人 日本薬剤師会  

1 目的  

．信淵青㍍、す1上院薬局∴．F3ける後発医薬．～．一．ノ）徴用状況の実態を調否し、得られたデー一夕  

を解析・考察ナることJ二よって、後発医薬l廿．への変史調剤Tの実廉上の課題と対応策を  

種言、」十ることを日日勺に圭施したものである〕   

2 調査方法   

（1）調査対象   

辛同の保傾凍局から絹化無作為」抽出（都迫何県別）した2、000薬局。  

（2）調査方法   

・アンケート汰（自記式：郵送津送・郵送回収）   

・調査時期：平成ユt一」羊9月～10月  

（3）調査項目  

図表1 回収状況  

回収率   

2′000薬局  450某局  22．5％   

禿送致  回収数    様 式 1        様 工し  2    ＼  3′111枚分（240薬局）   

汀．草創告常、平成：0こF10」」二O Rまてに【叫嘗こ；碍・さ7t7－一調査票に基づき焦引し丁－  

（2）調査結果  

①薬局の基本的属性  

国表2 所在地：地域ブロック別  図表3 組織形態  

基局敢   ・⊥l′＼ Ll一 ⊂コ   

北 i東  通   15   3．3％   

東  」ヒ   48   10．7％   

関  東   104   23．1％   

小  郡   93   20．7％   

近  畿   78   17．3％   

い  国   ココ   7．3％   

四  国   12   2．7％   

九州・沖縄   65   14．4％   

薬 JロI 答   2   0．4％   

合 計   450   100．0％   

薬局歎   割 合   

法  人   396   88．0％   

個  人   53   11．8％   

無  匝1 苔   1   0．2％   

合 計   450   100．0％   

図表4 1薬局当たり職員数（常勤換算）  

人 数   

薬剤 師   2．6   

その旭   2．2   

合  計   4．8   

薬局 数   448   

「‾州馴▼」  内  容   

＝．  ：絹り基本料、某準調剤加鼻、後発医薬品調剤体制加鼻、後発匝無品調剤率  

て里方せん発行産廃機関教、処方せ人■枚数  
填万せん枚数ノ）具そ）多い医療機関lノ）処方せん枚数  

処 方 せ ／し        ロ⊥  上∫王200】∩以内の㌍碩機関故  

牽イ′  状 況    よ亡十る調剤料こ占ガ）る浸和英、揚ミ畏章）状況  

i  

】  
ニー  至りぞ酎＼処方サんの状況  

】  
シ糟～した今てこ′†J医薬品ノ）うち複准医薬品ノ）割合（熱量べ一ス）  

・；≒充直訴品へ：差変更調剤を諸‥続希望し．′1：かった患者の割合・その理由  
H      u  1 1  基 本 属 性  ⊂  ：′†れ咄、組織形醸、川イ：栃I入状況、職眉蟄（薬剤帥tその他）                                                         ー発売1ンこ薬品に一ついて説弓弓を行った患者の耕ユ      ′壬莞医粟且左・布望しノなえ一つた患者↓り割キ∴さの理巾   】        ノ・’－｝‘＼‾羊コ   こ三ぢ・1人1たりLT）掟登瞑粟占占説明及び一般的月捜モ整桁導に係る時 間   

壬灘医秦品び）∈緒什†処方にt刀り首わった患者の割含  

r  膏王寺台こ竺∵禦三言「ノ＼、 1り村石沃γ兄        こ煎り揃えることができなった患者〝）割合  
兄  
う亡医基点しり選択君臣h  

な更を進めるための条件  

医療機関（医師）へイ）情軸程†Jヒの頻度・タイミング     牲提供 

青を・イ＼要と取り決めている医療機関数     采用してい投港市葵占占リストの搾撰機関 

るへの提供］ノミ7兄  
後発庭薬品性用    ≒潅匡典品ゾ）調斉に関する意向  

に背十云意向 ［二1   土光直素見こり品質保証の方法に関する詑知状況  

コ後発二′ご粟卦へ：′1）変三   i二凋剤を行った処方叶1ノについて、言上載折柄に基づき調剤した場合刀薬剤料、  

実際に調剤l／た葦亘   匪′  

コ■患者ゾ）白⊥負担七j＝’】、  

国表5 調剤基本料の請求区分  国表6 後発医薬品調剤体制加算の算定状況  

調剤基木料ノ）特例（18点）   薬局数  割 合  調剤基本串ト（40点）  439  97．6％    7  1．6％  無回答  4  0．9％  合  封  450  100．0％   薬局数  割 合  貨にしている  376  83．6％  算定して【いない  71  15．8％  無回答  3  0．7％  合  引  450  100．0％  

－2－  



図表9 取り扱い処方せんの状況（平成20年9月1カ月糊）  国表7 後発医薬品調剤率別にみた薬局数の分布（平成20年9月）  

才史 な  割 合   

ナぺて∂）取り扱い如方せん  553′Z68  100．0％  

：こち11且Rで子：役宅医棄；品を調剤した処方せん  Zコ7．284  4之．9％  

：てち‡「変電不可▼欄に処方厘ク）芸名琴乙；ない払方せん  ココ0．600  59．8％  

：■・：ら）1品日て′卓；発電医薬品を接戦医薬品i∴’変更した地方せん  18．668  3．4％  

rう†ポ jか矧医燕品l青報提供料i・ヰ芯」た妬んせん  3．589  0．6％  

ミラら）i貪浴医薫風分吉l抑糾加扁を算定しイニ処方せん  18  0．0％  

：うら〕】品Rてこし子jこ索医繋品の銘柄変更調剤モした処方せん  765  0．1％  

二ら）企て√）伎竃臣薬品ク）銘柄カ；粟価Ik成されてい．・加、たウニ；に．i呈竃医薬品に度モし．〃：■汁1た姓属せん  コ7，606  6．8％  

：：ち：・患者が希望l＿な乙、ノノたたbシに、よて†先発臣更晶に変更l＿．な7い′）た処方せん  Z6－784  4．8％  

：ニち二r み下J）理由：＝ニミラ、紋菜臣粟品に変更て；き′1か′1た先発臣粟晶が1品Rで－Lむこ処方せん  

先発毘茶品の含呈規格t‾寸庄：した後発医薬品二；′ンごか1〉たた．く1  24，606  4．4％  

採用し．てい㌃改発監茶品に、先発匡茶晶〔／）含最規格に如L二し′‘二嬰主剤∴；零価吐く我されていなフい′つたた♭〕   9．265  1．7％  

先発匡粟晶ノ）含量軍略に坤上ここした乱発巨粟品をl蛋用していな7二1■′たた♭）   15．851  2．9％  

先毛色薬品♂）剤形（ただし．UU錠簡〈：1‾寸応したj芙≒医薬品⊃）なカりたた・1－  7，139  1．3％  

†ヱ用してい去後発芭某息ド∵ 先発医薬エ♂）剤形：丁対応し仁製川が茎釘【た能さjしてい′．：カ・／．〉たたヰ   Z，839  0．5％  

光電医業品の剤形√対応した経常監某品をチエ和してい7；二丈ぺ）たた・り   5．166  0．9％  

先発監零品♂）剤形7干しIL）j箋て矛）リ．そ頼こ対応して雀寮監薬品力；な∴・■・ノたた声リ  2．236  0．4％  

採用してい三枚登医薬品l∴ OD庄．）て薬価収載されていな．う・つたたカ   929  0．2％  

口D岸い改発匿粟品を採用‘＿てい′1？■′‥▼ノ仁′㌧ん：；   1．Z66  0．2％  

・：らJ】変更不可＿l臥‾他方匡の昇竜与があ虻里方せん  19コ′81Z  35．0％  

ここち）枝毛匡粟品亡さ呂柄指定してい七難万世ん  63，4コ1  11．5％  

：ニちi4牲方ビん内☆ク）一軒について変電下可こ＿てい∠て処方せ′し  13，571  2．5％  

ごモらI一都売電l主薬品t‾・■八一て変電不可と＿こいる処方せん  1之．84コ  乙3％  

品t‾ノ八一て変更不可と．∴ている‡廷方せん  43Z  0．1％   

t笹  設  敦  406   

薬局数  分有状況   

1（〕ワ・ム未油   8  1．9％   

10％以上 201？′ら未満   12  2．9％   

20％以上 30％未満   42  10．0％   

3D％以上 4Cり′ら未満   133  31．7％   

40％以上 う0％未満   99  23．6％   

う0％以上 60（7′ら未満   49  11．7％   

60％以上 70tシら未満   47  11．2％   

70％以上 80％未1荷   19  4．5％   

80％以上 0（＝％未満   9  2．1％   

ミ）0％以上   2  0．5％   

合  計   420  100．0％   

平均伯 ぐケい   43．5   

中央値（一品）   41．0  

0％ 1D％ 20％ 30％ 40％  

10恥糊b  

lO％以上之0％未満由  

20％以上30％未満E＝寧  

30％以上4D％未満  

50％以上60％未満   

60％以上70％未満   

70％以上80％未満  

80％以上90％未満臼  

90％以上 し＿▼⊥【⊥⊥」  

’l  

②処方せんの受付状況  

図表8 平成20年9月1カ月間に1薬局が受け付けた処方せんの  
処方せん発行医療機関致・処方せん枚数  

t左 療 挽 鞘 払 汐J  

一般旨味所  
病 に  歯車l  

諮椴所  
内 円  小児科  外 科  賑 fI  耳舟 咽恨伺  檎神村  その他   

；吐方せ／＿篭斤匡礁縫椚敏（地霊：：A 10，5  9．5  0．8  1．5  2．0  1．Z  1．4  3．3  1．5  コ1．7  

▼変電不可」榔二聖方雇  
ら写が：ユとノ一と「動乙】憶Ⅶ数：施設こ占1  2，8  2．5  0．2  0、4  0．6  0．4  0．4  0．9  0．Z  8．5  

ち）主こL∵二菟竃匡零且  
鎚椚指定して，、く・陥m敦（施設 1．6  1．5  0．Z  0．3  0．］  0．2  0．3  0、6  0．1  5．0  

：うちこ三三し‾・丁滝鬼l重々ニ品  

セ電照㍍’定してこ、ろ枯関なし旭㌫：  0．6  0．5  0．0  0．1  0．之  0．1  0．1  0．1  0．0  1．8   

里方せ′ノt（な ｛化二  329．8  4g7．4  71．9  78．8  91．〕  82．9  34．8  158．1  11．6  1′356．6   

■二更で不可＿偶に聖方E√）拳；も彗J右上∑  

しとり・ノミ・瞥軌酎耶射場紀■B′／∠ゝ’J：？′0：     Z7．0  26．1  30．8  之6．9  30．2  30．9  29．8  Z8．7  13．5  26．8   

不 同 敦  331   

注1．る項目全てに田巻爪あ・つた4〔）6施設をメナ穀にし．て集計している．．  

（r12．表中の「割合【間の・奴隠：ユ全て、▼ナ′こて′㍍取り根、一ヽ取〟杵ん】に対する割合で苛虻．、  

図表10平成20年9月1カ月間の取り扱い処方せんのうち、「変更不可」‡開に処方医の署名等が  

ない処方せんを取り扱った薬局数の割合（薬局歎ベース）  

注．各項目皇てに田巻刀わった：j：11．う正課を対象tこし．て集計し こいる．．  

粟局教  割 合   

1品目でも先発医薬品を後発医薬品に実際に変更した薬局数   310  77、5％   

俊更しなかった薬局   90  22．5％   

合  計   400  100．0％  

ー ⊃ －  



図表15後発医薬品についての説明を行ったにもかかわらず、患者が後発医薬品の使用を希望  

しなかった理由のうち最も多いもの  
③後発医薬品への対応状況   

図表12平成20年9月1カ月間に調剤した全ての医薬品の数量（柔価基準の規格単位ベース）のうち、  

後発医薬品の割合別にみた薬局勤の分布  
薬剤料等（患者自己負担勧）r／〕羞紀が小さい  

後発医薬品に対する／卜安がある  

公帝負担の患者’ぐ′¢）るため、経済的インセンチ1・ブがない  

過去に後発医薬昔を使用し．たが、合わ′ちこかノ」た  

その触  

無回答  
：iD、1も以上 4口  13．6％   

・101t七1ごノ、」二 5〔）    10．0％   

言∩ナ」以卜 6〔）    2．2％   

G仁】してら1J」  4．0％   

熱中l富または不明   103  22．9％   

合  計  J 450   100．0％   

平嘉ノ値（ワ′   24．9  

J央値 ミl二：  20．0  

図表16平成20年4月以降に後発医薬品への変更調剤を行った患者のうち、  

2回目以降に後発医薬品の使用を希望しなかった患者の割合別にみた薬局数の分布  

薬局顔  分布状況   

1qし1ら未満   408  90．7％   

10％以上 30（7′ら束1帯   

ニう0％以上 う口％未満   
22   4．9％  

う0％以上 7（1（了も未満   1  0．2％     ロ  0．2％   
7〔）％以上 ミ）0し？′ム未満   ロ  0．2％   
リ〔＝㍍以」二   5  1．1％   
無トロ【答   12  2．7％   

合  言十   450  100．0％  

0％  50％  100％  

10年も未満  

10％以上30年も未満ロ  

コ0％以上50％未満   
図表13平成20年4月以降に後発医薬品への変更が可能な処方せんを持事した患者のうちこ  

後発医薬品についての説明を行った患者の割合別にみた薬局数の分布  
50％以上70恥未満   

70％以上90ウも未満  

90（払以上  

無 回 答  
101†昌夫澗  

9∩しケ．1以卜  

蕪lロ！嘗   票局数  分壷状況        1 172   138．2％  1り斗乙1ごノ、上 こiO（？も未満  95  21．1％  ごう0‘祐以上 5（トーも未「荷     60   13．3％  50％以上 70    7．3％  7Cl％以上 ミ）n    8．9％      10．4％    3  0．7％   
合  計   450  100．0％  

0％   20％  40％   60％   

10埴満干  
10％以上30％未満串  

30％以上509揉満区コ  

50％以上70％未満田  

70％以上90％未満ロコ  

90％以上【＝コ  

無回答l  

図表17後発医薬品への変更調剤を行ったにもかかわらず、患者が2回目以降に後発医薬品の  

使用を希望しなかった理由のうち最も多いもの  

薬局敏  割 合   

任用した後発医薬品ノ）使用感が今上′なかったため   169  37．6％   

使用した後発医薬品の効果に疑聞かあったため   86  19．1％   

後発l片薬品に対する！莫然としたイ＼安が消えなかったため   52  11．6％   

任用した後発医ミ袈且の安令什にイこ⊥があったた抽   15  3．3％   

そLり他   79  17．6％   

無回答   49  10．9％   

合  計   450  100．0％   

国表14平成20年4月以降に後発医薬品についての説明を行った患者のうち、  

後発医薬品の任用を希望しなかった患者の割合別にみた薬局数の分布  

河 薬局数  分布状況   

1し）L二1占未満  155   34．4％   

こう〔■？イ．以「二 5∩    16．2％   

う0－1も以上 70    14．0％   

7「）†イ．以トリ∩    9，8％   

10．0％  ．1〔1≠じ＝二 3べ＝小犬満    12．9％                      リ∩ウ∴以卜           無L亘筈  ハ＼壬⊥ ［コ  12 【450  2．7％ 100．0％   
0％ZO％40％  

10咄属±＝二ニ壬て二㌻・  

10％以上30恥未満【＝＝コ  

30％以上50％未満申  

50％以上70％未満E＝コ  

70％以上90％未満Eコ  

90％以上【＝コ  

無回答臼  

60％  

ー6－   －〕－  



図表19平成20年9月以前に薬局が後発医薬品への変更調剤を行った患者のうち、  

医療機関が、薬局で変更した当該後発医凛晶の銘柄処方に切り替えた患者数  

の割合（割合別にみた薬局致の分布）  

図表18患者1人に要する平均説明時間別にみた薬局敢の分布  

（1）後発医薬品説明＋一般的服薬指導時間【初回】  

薬局教  分有状況   

5分未満   35  8．3％   

㌣分以上10分未満   126  29．9％   

10分以上15分未満   138  32．8％   

1う分以上 20分未満   76  18．1％   

20分以上 25分未満   32  7．6％   

2う分以上 30分未満   7  1．7％   

3（1分以上   7  1．7％   

合  計   421  100．0％   

平均植（分）   

｝央値（分）   10．00  

基局数  分布状況   

10％未満   230  51．1％   

10％以上 20（ケら未満   34  7．6％   

20％以上 30％未満   8  1．8％   

30％レ＝：4（γ％未満   17  3．8％   

4（〕≠以仁 王（〕サム末端   5  1．1％   

50％以上 60％未満   13  2．9％   

60％以上 70％未満   2  0．4％   

70％以上 80％未満   7  1．6％   

80％以上 t）0【ナら未1荷   15  3．3％   

ミ）0％以上   44  9．8％   

焦l可 答   75  16．7％   

合  計   450  100．0％   

平均値（％）   21．3  

中央値（％）   1．0   

0％   20％  40％   60％  
0％   20％  40％   60％   

10％未満  
5分乗満岳「  

10％以上20％未満   

20恥以上30％未満   

30％以上40％未満   

40％以上50％未満   

50％以上60％未満   

60％以上70％未満  

ロ
ト
臼
－
n
■
－
田
L
．
．
 
 

70％以上80％未満b  

80％以上90％未満P  

90％以上由  

無回答垣  

（2〉後発医薬品説明＋一般的服薬指導時聞【2回目以降】  

前局教  分壷状況   

5分未満   145  34．4％   

十分以上10分未満   

10分以仁15分未油   195  46．3％    66  15．7％   
15分以仁 二2C分乗溝   12  2．9％   
20分以上 25分未満   3  0．7％   

2三i分以上 30分未満   0  0．0％   

30分以上   0  0．0％   

合  計   421  100．0％   

平均値（分）   5．71  

小央値（分）   5．00  

0％   20％  40％   60％  

5分乗満車甲  
5分以上10分乗満【＝  

10分以上1鯨硝酸＝コ  国表20後発医薬品への変更が可能な処方せんを持参した患者のうち、当該後発医薬品を直ちに  

取り揃えることができずに後発医集晶に変更しなかった患者の割合別にみた桑局数の分布  臼
r
卜
■
ト
 
 

15分以上20分未満   

20分以上25分乗溝   

25分以上30分未満  

30分以上   

薬局数  分布状況   

1（）％未満   251  55．8％   

1D％以卜 3（）％未満   79  17．6％   

30％以＝二 5（）9i，未満   40  8．9％   

50宰，以仁 7り9イ．未満   24  5．3％   

70％以上リ0％未満   14  3．1％   

9（）サr，以仁   23  5．1％   

悪 回 答   19  4．2％   

合  計   450  100．0％   

0％   之0％  40％  60％  

10％以上30％未満寧Eヨ  

30％以上50％未満由 1  

50％以上70％未満皿  

臼
■
ロ
ト
臼
 
 
 

70％以上90％未満  

90％以上  

無 回 答  
（3）一般的服薬指導時間  

粟局数  分有状況   

う分未満   139  33．0％   

㌢分以上10分未満   209  49．6％   

10分以上15分未満； 61   14．5％   

幸12   2．4％ 0．5％   
‖  0．0％  

0．0％   

合 音十  421   100．0％   

平均値（分）   5．64  

小央値（分）   5．00  

0％   20％  40％  60％  

5分乗れ！1】」て▼⊥「一「「＝∵・■  

5分以上10分乗満 ノ  

10分以上15タほ溝田  

15分以上之0分乗満ロ   

20分以上之5分未満  

25分以上30分乗満  

30分以上  

注．こl）＼′ ■3）山全てにIul筈しり．盲－′γlヱl塩漬を対掛二】て集計して・、る．，  

一7－  
一8－  



国表24採用している後発医薬品の選択理由（複数回筈）  図表21後発医薬品の備蓄品目数別にみた薬局歎の分布（平成19年9月・平成20年9月）   

薬局数  分布状況  

Hl〔）．9  H：ヱ0．9  HlゝI， 9  H2（〉． 9   

0   0   0．0％   0．0％  

量ヒ素満  103   50  31．5％  15．3％   

ユ目玉満   114   118  34．9％  36．1％   

訪日完備   79   97  24．2％  29．7％   

さ．巳去■荊   22   43   6．7％  13．1％   

迅速かっ安定的に製造販売業首や卸業者から入手でさる  

後発医典且メーカーに．Lる品質に関守る情糾問ホの稗麿  

近隣の保険けこ・癌機関・保険薬局への許人実績の程也  

患者の使用感証よい（帆 味がよい、兄いが気にならない、粧トl感′トよい）  

他ノ〉後光医奥品tいつも薬価が安価  

調剤）．；し．ぐ十い（捌．名指け半割できる、一己化調剤カニしですいこ〉  

その他  

無呵苦  

（1品己   

1品巨以「 r；〔   

うロム昌Lい巨1〔＝  

1（10．F占巨以上 2n「  

20ロ晶E以上 ニi口r  

二う∩（1品巨以卜  

半J雪†甘（エノ  
薬 局 散  

■央値 し辛  

注．皇こn碩R、二田憲巾か▼、」二 ～コ丁寺匡訳む′け急に」て集計して1、る  

図表22複数銘柄の後発医糞品を揃えている先発医薬品の  
品目数別にみた薬局数の分布（平成20年9月）  

図表25後発医薬品への変更が可能な処方せんを受け付けたが、変更しなかった場合について、  

薬局の立場として後発医薬品への変更を進めるための条件  

薬局数  割 合   

後発医薬品メーカーによる情報捉！註や安定供給体制の確保   118  26．2％   

医師や軍ミ剤師に対する後発直交品ノ∵晶慧保ま正が十分であることカ間知徹底   113  25．1％   

刹形・規格〃）違いに関わらずに牒鉢・三変更調剤がてきる環境C′）整†楕   94  20．9％   

後発医薬Llムに廿計る患者の輝郎   87  19．3％   

特に封1心トト．ビ、要ない   12  2．7％   

その他   18  4．0％   

無回答   8  1．8％   

合   計   450  100．0％   

‘集j。上牧  分布状況   

口ri．】こ十   46  14．1％   

1云÷≡以卜  5品ヨ末■溝   115  35．Z％   

うr；］以上1し）訂ヨ未満   65  19．9％   

1（）∴ト＝ユト 2〔〉」「L』東独   60  18．3％   

二0∴「りニソ、r 3∩且［語溝   20   6．1％   

30r「【≡1；ノミ上 50晶巨未満   10  3．1％  5（1品目以卜  11  3．4％  今  言十  327  100．0％  平均値（乱打  9．3    】    小突値（晶日）  5．0    ＼   
④医療機関との連携状況  

図表26採用している後発医薬品リストの近隣医療機関への提供状況  

図表23在庫がなくて後発医薬品に変更できないケースをないようにするために  
必要な後発医薬品の備蓄品目数別にみた薬局数の分布（平成20年9月）  

楽J。J敬  分布状況   

「        0舌 ≡   

2   0．6％   

己  

1亭∵：≡以上 5（〕書目未満   24  7．3％   

5〔）左巨以卜1（〕∩品目「未満   21   6．4％   

100キ」1ユ上 200キ，臼未満   

2∩（つエコ以l・3（〕0エ日東満   
79  24．Z％  
54  16．5％   

30U∴コ以上」OU：て．冒未満   35  10．7％   

400三司以⊥ 500品目未満   11   3．4％   

う0（1‡－、EJナノ、上   38  11．6％   

m L三  等   63  19．3％   

ユ ：汁   327  100．0％   

γ均値（品首   260．6  

｝央値：（品目：   200．0   

薬局数  割 合   

提供していない  349  77．6％   

提供しノてt、る  97  21．6％  

自局車う貞で提供している   

掟  
67  14．9％  
4  0．9％  

供 方  地域の儀剤節会！二して提供し′ている   22  4．9％  

浜  その他   3  0．7％  

無回答   0．2％   

耗回答  4  0．9％   

合   言十  450  100．0％   

＿10－   



⑥後発医薬品に変更して調剤した処方せんに係る薬剤料の状況  

図表30平成20年9月8日から14日に後発医集品に変更して調剤された処方せんの状況  

⑤後発医菜晶の使用に関する意向  

国表27後発医薬品の使用に関する考え  
薬局敦  処ガせん 枚 数  平均値  中 火値   

記載箱何により調剤した場合の薬剤料【二A）し告）   8S5．1   454   

実際：二調剤しノた薬剤料 ■：B）（点）  240  3．111           659．4   315   

記載錯柄によ！ノ調剤し一た場合に占める、実際に調剤  
77．1％  69．4％   

した葉剤料の剖了†（B／．ヽ）   

薬局数  割 合  

特にこだわりはない   94  20．9％  

後光医楽品を積極的に患者こ説明して、寓晰ける1Lうに放り組んでいる   56  12．4％  

薬効iこよケTf・ま後発瞑案占ほ患者・に説Ⅵして、調剤するように取り組んでいる   140  31．1％  

後光医産品ノ）説明・調剤に；土あまtブ積極的には取り組んでいない   156  34．7％  

無 回 ＝芹   4  0．9％  

合   引   450  100．0％  

■国表28後発医薬品の説明・調矧こはあまり積極的には取り組んでいない理由（複数回答）   

珪．各項日生てに田谷のあ・・）た処方せん3．111故 t：∠40施設）を対象にLて集計し■ごいる．．  

図表31患者一部負担割合別にみた、平成20年9月8日から14日に後発医薬品に変更して  

調剤された処方せんの状況（平均値）  

患者一部負担金割合  

全休  0割  1割  2割  3割   

処ノノせん枚数（牧：   3′111  140  898   54  1．982   

記載釘納により調剤Lた←場合の盤剤料（八）（点）   85S．1  477．8  993．7  555．1  832、3   

実際に調剤した薬剤料（B）（点：）   659．4  389．0  785．8  450．5  631．1   

言」職箱師に上り調剤Lた場合に占める、実際に調剤  77．1〔ね  81．4％  79．1％  81．2％  75．8％   
しケ終剤料の割合（円／∧）  

近掛／）医療機関が後浩医典且叫更戸別こ消極的′なため  

後発産業品の品質に錦町がぁるため  

後発医薬品の効果に籠問があるた・lり  

後登医薬品の安正供靂麻鼎げ不備であるため  

後発医襲且の情報模iJしが不備であるため  

後発医産品の副作用に不安があるため  

薬局にとって経済町・∵任益がないため  

後発tンこ■繋品に関する患者への普及啓発が／ト足なため  

その他  

無回答  

注．患者一部則旦止別合の全肘には、患者一部則旦金割合が1・こ明だった処／どせん・．17枚し含土■1－■る‘   

薬 局 数  

図表29後発医薬品の品質保証の方法についての理解状況  

薬局敦   割 合   

十分iこ理解している   36   8．0％   

ある程娃理解している   298   66．2％   

あまり理解していない   106   23．6％   

全く理解していない   5   1．1％   

無「可筈   5   1．1％   

合   言十   450  100．0％   

－11－  




